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新生活が狙われる!!

引っ越し直て垂0訪問Π反売0トラゴJb

これから就職、進学、転勤といつた人生の節目の時期を迎える皆さんのなかで、新た

な地に引つ越して新生活をスタートされる方も多いことでしょう。初めての―人暮らし

で期待とともに不安を抱えている方もいらつしゃると思います。特に毎年 3月から5月

にかけて、引つ越しに伴う消費者トラブルも多く発生しています。いくつかの事例を紹

介しますのでトラブルに遭わないよう参考にしてください。

◆引っ越し直後0訪間販売トラ|ゴJb事″l』

引つ越し当日、業者が換気扇フィルターの勧誘に訪れた。管理会社
と関連があるような□ぶりだつたので説明を聞いた。「居住者はみん

な契約している」などと説明され、全室が購入しているなら仕方ない

と思い約 3万円を現金で支払い、2年分のフィルターを受け取つた。そ

の後、不審に思い管理会社に確認したところ無関係であることがわ

かつた。不要なのでクーリング・オフしたい。   (20歳 代 女性)

引つ越し当日、「管理会社から紹介された」と言つて業者が訪間して

きた。「説明会を管理会社が開いており、その会で水回りの防カビエ事

等の説明をしている。説明会に参カロしていない人に案内している」「荷

物を入れる前に工事を行つた方が良い」などと言うので、その業者の言

葉を信じて現金約 6万円を支払い、その翌日に水回りの防カビエ事等

が行われた。後日、気になつて管理会社に聞いたら「そのような説明会
は開いていない。事業者は紹介していない」と言われた。だまされたの

で解約したい。                 (20歳 代 男性)

魚

引つ越しの翌日に布団販売会社の販売員が、突然来訪した。いつたん

は断つたが、販売員がサンプルを持つて再び訪れ、邪険にできず、仕方

なく話を聞いた。5年払いで月3万円かかると言われ、高額なので支払

えないと断つたが、「いくらなら払えるか」と聞かれ、とつさに「月2万円

くらい」と答えてしまつた。クレジットの契約が通つたら契約としような

どと説得され、来訪から3時間が経過し夜分となり、長時間の勧誘に疲

れて書面に署名押印してしまつた。不要な商品なので解約したい。

(20歳代 男性)

この情報誌 は再生紙 を使用 しています。
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◆トラゴルに遭わなLlために
引つ越し直後は荷物の整理や住民票の手続きなど何かとあわただしく、新しい生活に不慣

れな時期でもあるので、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。新生活が始まること

の多い3～ 4月 は特に注意が必要です。               フ
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衰防歳と義の議ポ養イ貴
(1)その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましよう。

突然訪間を受け、「管理会社から紹介された」「周りはみんな契約している」などと勧誘

されても、業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう。業者の話について

少しでも疑間に感じたら、管理会社などに確認しましょう。
「消防署の方から来ました」「市役所の方から来ました」などと公的機関をかたる手□

もありますので注意してください。

(2)必要がなければきつぱり断り、あしヽましヽな態度はとらないようにしましょう。

断るのに、相手に理由を伝える必要はありません。相手はプロですからあいまいに答え

ると付け入るスキを与えてしまいます。「いりません」「お断りします」ときつばり断りま

しよう。「結構です」「いいです」は否定にも肯定にもとらえることができるので禁句です。
「お金がありません」もだめですよ !!

(3)訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます。

業者から訪間を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受取つた日から数え

て8日以内であればクーリング・オフ (無条件での契約解除)をすることができます。なお、

クーリング・オフ期間内に工事が行われたとしても、クーリング・オフをした場合 |よ、無償

で元どおりに戻すよう求めることができます。

参考 :国民生活センター報道発表資料ほか

霊感商法・開運商法等による消費者被害の防止、救済のため、確かめようのない霊感等の

特別な能力により不安をあおるなどして勧誘され消費者が契約した場合には、これを取り消

すことができるようになりました。また、取消権の行使期間も伸長されました。

霊感等による告知を用し1た勧誘に対する取消権

消費者|よ、事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際し、当該消費者に対して次に掲げ

る行為をしたことにより困惑し、それによつて当該消費者契約の申込み又|よその承諾の意

思表示をしたとき|よ、これを取り消すことができます。

① 当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、

② そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができない

との不安をあおり、

③ 又はそのような不安を抱いていることに乗じて、

その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠で

ある旨を告|ずること。

霊感等の知見を用しヽた勧誘に対する取消権の行使期間の伸長

①追認をすることができるときから3年 (改正前1年 )

②契約締結時から10年 (改正前5年 )

③ E寅正前の取消権について時効が完成していないものについても適用

参考 :消費者庁資料

消費者契約法の一部が改正されました。
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相 談事 伊U

3か月前、スマートフォンで「無料鑑定」という広

告を見て、名前や生年月日を占いサイトに登録した。

占い師が指示する言葉を送り返すと「金運が上がり、

宝くじが当選する」と言われ、返信し続け、気が付い

たら80万円も支払つていた。家族に編されていると言

われ目が覚めた。返金してほしい。 (60代 男性)

無料と思い占いサイ ト等に登録すると、占い師を名 い

乗る者に「あなたは素晴らしい金運を持つている」「良縁に恵まれる」など

と言われ、それを信じ、複数回にわたつて占いや運勢鑑定をしてもらい高

額なお金を支払つてしまつた。占いサイ トに登録以降、矢[lら ないサイ トか

ら迷惑メー)レが多く届くようになつた。

こうした相談が全国の消費生沼センターなどに多く寄せられています。

トラブルを未然に防ぐため次の点に注意してください。

①「無料鑑定」とうたつていても有料のやりとリヘ誘導させる占いサイトもあり、不用意に氏

名や生年月日、メールアドレス等の個人情報を入力しない。

②自分だけに向けられた言葉と思わせるメッセージを送りその気にさせ、占しれや鑑定と称した

やりとりを通じて有料のポイントを消費させる手□もあるので、金運や恋愛運等について

良い言葉が書かれていても、うのみにせず冷静に判断し、安易に返信しなし1。

③怪しいと思つたら、やりとりの内容などをスクリーンショット等で残しておく。
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占いサイトのトラブル～ 憮 料鑑定Jうたい登録誘導～

SNS(会 員制交流サイ ト)で矢Bり 合つた友人

から、「いいビジネスがある。商品セットを購入

しマルチ組織の会員になり、会員になる人を紹介

すれば利るが出る」と誘われた。商品代が20万円

と高額なので断つたが、「必ず儲かると消費者金

融から借りられる」と勧められ、借金して購入し

会員になつた。親にこの話をしたら反対された。

解約したい。         (20代  女性)

相 談事伊じ
“

    ■

アドパイス

マルチ取引と|よ、商品やサービスを契約して組織にカロ入し、次に自
ノ
刀
＼が

友人などを誘い、新たな力B入者を広げることで利益が得られる仕組みで連

鎖販売取引ともいいます。マルチ取引の相談でlよ、健康食品や化粧品など

の「商品」に関する相談が多く見られますが、近年は、SNSをきつかけに

アルバイ ト感覚で申し込む投資商品や副業などのサービスの、いわゆる
「モノなしマルチ取引」に関する相談が増力]しています。

目的を隠して誘い出し、「必ず儲かる」などと執拗に勧誘してくる例もあります。トラブル

にならないため次の点に注意しましょう。

①「簡単に儲かる」などの甘い言葉をうのみにしない。簡単に大金を得られることはあり得ま

せん。

②家族や友人に相談するなど、いつたん冷静になつて考える。

③友人や矢□人からマルチ取引の勧誘をされても、その場で契約せす、契約の意思がない場合

はきつばりと断る。自身が友人を勧誘することにより、人間関係を壊すおそれも。

④マルチ取引は法律で厳しい規制があり、契約後も消費者を保護するためにクーリング 。オフ

(無条件契約解除)や中途解約のルールがある。

悪質なマルチ取引のトラブル～SNSが絡む相
―
談が増加～

|
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消費生活支援講座 (講師派遣)のご案内       r
長崎県消費生活センターでは自立する消費者としての意識を高め、被害を未然に防止するた

め、各種講座に講師を派遣します。講師派遣に要する経費は無料です。

情報提供のお願いrr
～NPO法人消費者級豊防止ネットながとき～
NPO法人消費者被害防止ネットながさきで|よ 、消費者の皆様から、不当契約・不当解約・不

当勧誘などに関する消費者 トラブルや被害情報を集めています。皆様からの情報が、消費者被害

の予防につながります。ぜひ、情報をお寄せくださしヽ。また、誰もが安心して暮らせる地域社会

を目指す活動を支えていただける会員も募集しています。詳しく|よ事務局までお問合せください。

【事務局】

T850-0876
長崎市賑阿5-24 向ビル201

Tel:095-895-8520毎 週火・水 。木曜日(祝日除く)10:30～ 13:30)

Fax:095-895-3521
E― rYla‖ :info@cpnet― nagasaki.org

消費生活の相談は

計量器に関するお問しヽ合わせは

〒850-0047長山奇市銭座町3-3
TEL,095-844-9892 FAX,095-844-8844

長崎県計最検定所

長 崎 県 消 費 生 活 セ ン タ ー

(長山奇県 県民生活環境部 食品安全。消費生活課)

T850-8570長崎市尾上B町3-1

TEL.095-824-0999 FAX.095-323-1477

消費者ホットライン

■番Ⅲ窓188

講 座 名 象対 マア

高齢者見守り講座
民生委員、在宅福祉に従事する方

(高齢者を支援する団体等が主催する講座)

・ 高齢者を狙う悪質商法の実態と

対策

消 費 生 活 支 援
「シエア講座」

主に高齢者

(自 治会、高齢者団体等が主催する講座 )
・ 悪質商法に編されない

消 費 生 活 支 援
「ヤング講座」

高校生 ,大学生など社会人となる前の方

(高等学校、大学、PTA等が主催する講座)

・ 賢しヽ消費者となるために

消費生活学習会
一般消費者

(市町、各種団体等が主催する講座)

・ 消費生活に関して希望される

テーマ

PTA等 研 修 会 PTA等が主催する講演会・研修会 ・ 親子で考える消費者問題など

金融経済学習会
小学生から一般消費者

(各種団体等が主催する講座)

・ 暮らしに身近な金融に関すること

(県金融広報委員会講座 )

問合せ

申込み

長崎県消費生活センター Teli 095-895-2320
ホームページ (httpsi//www.nЭ sasaki―shouhi.jp/)「ながさき消費生沼館」からも

申し込みできます。※参力0者 20名以上から受け付けます。

相談窓□ :食品110番 (長崎県 県民生活環境部 食品安全・消費生活課内)

受付時間 :月～金曜日 9:00～ 17:45(土 日・祝日、年末年始除く)

食 事 故 な し

Tel.0120-492574

長―崎県では、食品表示の適正化を1図るために食―品110番を設置し、食品の安全・

安心や食品表示についての疑間・相談を受け付けています。

このI情報は、県消費生活センターのホームページでもこ覧いただけます0

ながさき消費生活館https://―.magasakiBshouhioIP/ 検索

最寄りの相談悪口につ′よがります


